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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第75期
第３四半期
累計期間

第76期
第３四半期
累計期間

第75期
第３四半期
会計期間

第76期
第３四半期
会計期間

第75期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年
12月31日

自平成21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 10,354,7425,602,2093,784,1972,036,54214,892,108

経常利益（千円） 1,174,178287,484 326,304 194,0802,022,426

四半期（当期）純利益（千円） 695,745 105,048 127,605 81,5141,180,304

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － － － －

資本金（千円） － － 1,003,1251,003,1251,003,125

発行済株式総数（千株） － － 10,821.710,821.710,821.7

純資産額（千円） － － 7,485,6577,967,2367,934,413

総資産額（千円） － － 18,049,32413,254,02817,089,851

１株当たり純資産額（円） － － 706.14 751.63 748.53

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
64.59 9.91 11.91 7.69 110.01

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

１株当たり配当額（円） 7.00 2.50 7.00 2.50 15.00

自己資本比率（％） － － 41.5 60.1 46.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,632,5971,053,102 － － 1,972,736

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△70,918△179,197 － － △140,944

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△20,932△174,477 － － △564,814

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 3,152,6383,578,0002,878,896

従業員数（人） － － 262 256 256

　（注）１．当社は、連結財務諸表を作成していませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記

載していません。

２．売上高には、消費税等は含まれていません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載していません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していませ

ん。  
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２【事業の内容】

　当第３四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年12月31日現在

従業員数（人） 256 (－)

（注）従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数については、従業員数の100分の10未満のため、記載を省略しています。　
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

事業部門別
当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

前年同期比（％）

塗工機械（千円） 1,924,485 67.8

化工機械（千円） 5,933 0.5

その他（千円） 47,470 87.5

合計（千円） 1,977,888 47.4

　（注）１．金額は販売価格によっています。

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。

(2）受注状況

事業部門別

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

塗工機械 2,069,330 195.9 3,799,744 44.6

化工機械 43,500 329.0 55,800 273.3

その他 46,230 106.1 11,165 69.8

合計 2,159,060 193.9 3,866,709 45.2

　（注）１．金額は販売価格によっています。

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。
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(3）販売実績

事業部門別
当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

前年同期比（％）

塗工機械（千円） 1,982,444 77.0

化工機械（千円） 5,700 0.5

その他（千円） 48,398 106.0

合計（千円） 2,036,542 53.8

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれていません。

２．当第３四半期会計期間の輸出販売高及び輸出割合は、次のとおりです。

前第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

輸出販売高（千円） 輸出割合（％） 輸出販売高（千円） 輸出割合（％）

1,477,260 39.0 9,250 0.5

３．主な輸出先及び輸出販売高に対する割合は、次のとおりです。

輸出先
前第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

輸出先
当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

韓国（％） 39.0 韓国（％） 73.0

台湾（％） 36.7 台湾（％） 27.0

中国（％） 24.3 　 　

合計（％） 100.0 合計（％） 100.0

４．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりです。

相手先

前第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日） 相手先

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

Ｓ社 828,006 21.9
東京センチュリー

リース株式会社
533,715 26.2

カワサキプラント

システムズ株式会

社

766,000 20.2Ｓ社　 362,918 17.8

丸紅テクマテック

ス株式会社 
577,037 15.2Ａ社 219,600 10.8

Ｎ社 535,000 14.1　 　 　

※Ｓ社、Ｎ社及びＡ社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきま

す。

 

２【事業等のリスク】

　当第３四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書

に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 
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３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において判断したものです。

(1）業績の概況

　わが国経済は、エコポイント制度やエコカー減税の緊急財政政策効果により緩やかな持ち直しの動きが見られま

した。しかし、昨年末にかけその効果も一巡し、小売業を中心にデフレ現象が広がり、景気の二番底も懸念される状

況になってきました。多くの企業においては、経営資源を将来に向けたエネルギー・環境関連に大きくシフトする

傾向が見られはじめ、韓国・台湾および中国も動き出しています。

　設備産業業界では、国内の景気低迷により液晶関連を中心に新規設備投資の抑制を受け、大変厳しい受注環境とな

りました。一方、二次電池などのエネルギー・環境関連は、国内外とも積極的に開発投資を進める企業も見られ、普

及期に向けた動きも見られるようになってきました。

　当第３四半期会計期間の売上高は、20億36百万円（前年同期比46.2％減）となり、最終製品別売上高構成比率を見

ると、機能性紙・フイルム塗工関連機器74.6％、二次電池用関連機器20.0％となりました。

　売上総利益率は、16.3％（前年同期は13.7％）、販売費及び一般管理費は１億44百万円（前年同期比27.6％減）と

なり、営業利益１億87百万円（前年同期比41.3％減）、経常利益１億94百万円（前年同期比40.5％減）となりまし

た。その結果、四半期純利益は、81百万円（前年同期比36.1％減）となりました。

　受注高は、21億59百万円（前年同期比93.9％増）、受注残高は、38億66百万円（前年同期比54.8％減）となりまし

た。 

　なお、上記の金額には、消費税等は含まれていません。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、第２四半期会計期間

末より10億５百万円減少して35億78百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は、８億39百万円（前年同期は、６億51百万円）となりました。これは主に売上債

権の増加によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、31百万円（前年同期は、25百万円）なりました。これは主に有形固定資産の取

得によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、１億34百万円（前年同期は、得られた資金２億53百万円）となりました。これ

は主に長期借入金の返済による支出によるものです。　　　　　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

　当第３四半期会計期間における研究開発活動に要した費用は、総額18,871千円となりました。

　なお、当第３四半期会計期間における研究開発活動の状況について、重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画中であった実験設備は、平成21年11月に完成しまし

た。なお、重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 25,000,000

計 25,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成21年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 10,821,720 10,821,720
大阪証券取引所

市場第２部

単元株式数

1,000株 

計 10,821,720 10,821,720 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成21年10月１日～

平成21年12月31日
－ 10,821,720 － 1,003,125 － 515,858

 

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、株主名簿を確認しましたが、当第３四半期会計期間において大株主

の異動はありません。 
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 221,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 10,550,000 10,550 －

単元未満株式 普通株式 50,720 － －

発行済株式総数 10,821,720 － －

総株主の議決権 － 10,550 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権の数１個）含まれて

います。

②【自己株式等】

 平成21年12月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％）

井上金属工業株式会

社

大阪市中央区久太郎

町二丁目５番28号
221,000 － 221,000 2.04

計 － 221,000 － 221,000 2.04

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 425 495 515 491 525 480 458 462 410

最低（円） 392 385 446 440 440 439 440 423 386

　（注）　最高、最低株価は、大阪証券取引所市場第２部によるものです。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。

 

EDINET提出書類

井上金属工業株式会社(E01628)

四半期報告書

 9/23



第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期累計期間（平成20

年４月１日から平成20年12月31日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期会計期間（平成

21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20

年12月31日まで）及び前第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期財務諸

表並びに当第３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成

21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期財務諸表について、暁監査法人による四半期レビューを受け

ております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,678,000 2,978,896

受取手形及び売掛金 ※2
 3,863,999 7,169,096

商品及び製品 － 13,187

仕掛品 505,775 1,728,438

原材料及び貯蔵品 35,638 30,311

その他 218,372 211,349

流動資産合計 8,301,786 12,131,280

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,046,421 1,066,043

機械及び装置（純額） 468,597 366,734

土地 1,836,867 1,836,929

その他（純額） 153,498 203,162

有形固定資産合計 ※1
 3,505,384

※1
 3,472,869

無形固定資産 58,342 72,152

投資その他の資産

投資有価証券 892,694 881,484

その他 502,720 538,964

貸倒引当金 △6,900 △6,900

投資その他の資産合計 1,388,514 1,413,548

固定資産合計 4,952,241 4,958,571

資産合計 13,254,028 17,089,851

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,920,817 4,954,814

短期借入金 632,988 623,144

未払法人税等 98,593 434,074

前受金 915,762 1,169,517

引当金 38,377 138,212

その他 161,606 257,473

流動負債合計 3,768,145 7,577,235

固定負債

長期借入金 348,020 426,748

退職給付引当金 512,276 493,104

その他 658,350 658,350

固定負債合計 1,518,646 1,578,202

負債合計 5,286,792 9,155,438
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,003,125 1,003,125

資本剰余金 515,858 515,858

利益剰余金 5,554,446 5,560,698

自己株式 △107,470 △107,428

株主資本合計 6,965,960 6,972,252

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 56,673 17,558

土地再評価差額金 944,602 944,602

評価・換算差額等合計 1,001,275 962,160

純資産合計 7,967,236 7,934,413

負債純資産合計 13,254,028 17,089,851
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 10,354,742 5,602,209

売上原価 8,615,005 4,912,346

売上総利益 1,739,736 689,863

販売費及び一般管理費 ※1
 580,948

※1
 420,821

営業利益 1,158,788 269,041

営業外収益

受取利息 5,431 4,989

受取配当金 23,035 16,955

その他 6,957 18,986

営業外収益合計 35,425 40,931

営業外費用

支払利息 14,981 12,687

その他 5,053 9,800

営業外費用合計 20,034 22,488

経常利益 1,174,178 287,484

特別利益

投資有価証券売却益 615 1,042

貸倒引当金戻入額 690 －

厚生年金基金特別掛金返戻額 36,130 －

特別利益合計 37,435 1,042

特別損失

固定資産除却損 643 432

投資有価証券評価損 112,573 52,983

特別損失合計 113,216 53,415

税引前四半期純利益 1,098,397 235,111

法人税等 ※2
 402,652

※2
 130,063

四半期純利益 695,745 105,048
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 3,784,197 2,036,542

売上原価 3,265,098 1,704,553

売上総利益 519,099 331,988

販売費及び一般管理費 ※1
 200,077

※1
 144,830

営業利益 319,021 187,158

営業外収益

受取利息 3,339 1,934

受取配当金 7,229 5,918

助成金収入 － 2,339

その他 1,965 1,160

営業外収益合計 12,535 11,353

営業外費用

支払利息 4,861 3,285

その他 390 1,145

営業外費用合計 5,251 4,430

経常利益 326,304 194,080

特別利益

投資有価証券売却益 31 －

特別利益合計 31 －

特別損失

固定資産除却損 － 312

投資有価証券評価損 102,892 52,983

特別損失合計 102,892 53,295

税引前四半期純利益 223,443 140,785

法人税等 ※2
 95,838

※2
 59,270

四半期純利益 127,605 81,514
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 1,098,397 235,111

減価償却費 138,154 128,855

受取利息及び受取配当金 △28,467 △21,945

支払利息 14,981 12,687

投資有価証券売却損益（△は益） △615 △1,042

固定資産除却損 643 432

投資有価証券評価損益（△は益） 112,573 52,983

売上債権の増減額（△は増加） 563,060 3,305,097

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,183,695 1,230,523

仕入債務の増減額（△は減少） 1,383,075 △3,000,863

前受金の増減額（△は減少） 273,232 △253,755

その他 △329,842 △170,658

小計 2,041,498 1,517,426

利息及び配当金の受取額 28,467 21,945

利息の支払額 △14,981 △12,687

法人税等の支払額 △422,386 △473,581

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,632,597 1,053,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △63,050 △196,465

有形固定資産の売却による収入 － 61

投資有価証券の取得による支出 △5,127 －

投資有価証券の売却による収入 771 2,700

その他 △3,512 14,505

投資活動によるキャッシュ・フロー △70,918 △179,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 600,000 －

長期借入れによる収入 150,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △281,580 △368,884

社債の償還による支出 △220,000 －

自己株式の取得による支出 △92,177 △41

配当金の支払額 △177,174 △105,552

財務活動によるキャッシュ・フロー △20,932 △174,477

現金及び現金同等物に係る換算差額 449 △322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,541,195 699,104

現金及び現金同等物の期首残高 1,611,442 2,878,896

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,152,638

※
 3,578,000
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

会計処理基準に関する事項の変更 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

　第１四半期会計期間より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第

15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を適用し、第１四半期会

計期間に着手した工事契約から、当会計基準及び適用指針に該当する工事契

約については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用し

ています。

　これにより、当第３四半期累計期間の売上高は1,701,386千円増加し、営業利

益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ224,640千円増加していま

す。

 

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１．固定資産の減価償却費の算定方法 　定率法を採用している固定資産については、事業年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定する方法によっています。

２．棚卸資産の評価方法 　当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前

事業年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法に

よっています。

 

【表示方法の変更】

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月30日）

（四半期貸借対照表）

　「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第

50号）が適用となることに伴い、前第３四半期会計期間において、「半製品」として掲記されていたものは、「商品及び

製品」に掲記しています。なお、当第３四半期会計期間に含まれる「半製品」はありません。

　　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期

純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。なお、法人税等調整

額は、「法人税等」に含めて表示しています。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成21年12月31日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、1,862,365千円で

す。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、1,703,012千円で

す。

※２　期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、当第３四半

期の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済

が行なわれたものとして処理しています。期末日満

期手形の金額は、次のとおりです。

受取手形 78,692千円

　２　　　　　　　　──────

 

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。

給料 207,629千円

賞与引当金繰入額 8,869 

役員賞与引当金繰入額 25,820 

退職給付費用 7,034 

支払手数料 91,165 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。

給料 190,194千円

賞与引当金繰入額 5,661 

役員賞与引当金繰入額 6,290 

退職給付費用 11,989 

※２　当第３四半期累計期間における法人税、住民税及び事

業税と法人税等調整額を一括して「法人税等」に表

示しています。

※２　当第３四半期累計期間における法人税、住民税及び事

業税と法人税等調整額を一括して「法人税等」に表

示しています。

前第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。

給料 70,428千円

賞与引当金繰入額 8,869 

役員賞与引当金繰入額 7,190 

退職給付費用 2,647 

支払手数料 38,402 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。

給料 66,780千円

賞与引当金繰入額 5,661 

役員賞与引当金繰入額 6,290 

退職給付費用 3,946 

※２　当第３四半期会計期間における法人税、住民税及び事

業税と法人税等調整額を一括して「法人税等」に表

示しています。

※２　当第３四半期会計期間における法人税、住民税及び事

業税と法人税等調整額を一括して「法人税等」に表

示しています。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在） （平成21年12月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 3,252,638

預入期間が３か月を超える定期預金 △100,000

現金及び現金同等物 3,152,638

 

 （千円）

現金及び預金勘定 3,678,000

預入期間が３か月を超える定期預金 △100,000

現金及び現金同等物 3,578,000

 

 

（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年

12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　10,821千株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　 　221千株

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月25日

定時株主総会
普通株式 84,799 8 平成21年３月31日平成21年６月26日利益剰余金

平成21年11月９日

取締役会
普通株式 26,499 2.50平成21年９月30日平成21年12月10日利益剰余金

　

（有価証券関係）

当第３四半期会計期間末（平成21年12月31日）

　その他有価証券で時価のあるものが、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前会計年度の

末日に比べて著しい変動が認められます。

 取得原価（千円）
四半期貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

(1）株式 794,853  890,262  95,409

(2）債券    

国債・地方債等 －  －  －

社債 －  －  －

その他 －  － －

(3）その他  －  －  －

合計  794,853  890,262  95,409

　（注）　当第３四半期会計期間末において、その他有価証券で時価のあるもの52,983千円減損処理を行っています。なお、

減損処理に当たっては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合及び時価が取得原価に比べ30％以上50％

未満の状態が一定期間継続した場合に減損処理を行っています。
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（デリバティブ取引関係）

記載すべき事項はありません。

 

（持分法損益等）

該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
（平成21年12月31日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 751.63円 １株当たり純資産額 748.53円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 64.59円 １株当たり四半期純利益金額 9.91円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため、記載していません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため、記載していません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純利益（千円） 695,745 105,048

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 695,745 105,048

期中平均株式数（千株） 10,771 10,599

 

前第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 11.91円 １株当たり四半期純利益金額 7.69円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため、記載していません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため、記載していません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純利益（千円） 127,605 81,514

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 127,605 81,514

期中平均株式数（千株） 10,710 10,599
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

該当事項はありません。

 

２【その他】

平成21年11月９日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………26,499千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………２円50銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成21年12月10日

(注）平成21年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っています。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年２月10日

井上金属工業株式会社

取締役会　御中

暁監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 沖　祐治　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 津田穂積　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている井上金属工業株式会

社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第75期事業年度の第３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20

年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、井上金属工業株式会社の平成20年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する

第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月９日

井上金属工業株式会社

取締役会　御中

暁監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 沖　祐治　　印

 業務執行社員  公認会計士 津田穂積　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている井上金属工業株式会

社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第76期事業年度の第３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21

年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、井上金属工業株式会社の平成21年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する

第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

　「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載されているとおり、会社は第１四半期会計期間よ

り「工事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」を適用している。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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